
空
港
整
備
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

照
明
施
設
等
の
位
置
付
け
の
変
更

第
二
種
空
港
、
第
三
種
空
港
又
は
共
用
飛
行
場
に
お
い
て
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
そ
の
費
用
を
負
担
す
べ
き
工
事
と

し
て
、
照
明
施
設
の
新
設
若
し
く
は
改
良
又
は
一
定
の
空
港
用
地
の
造
成
若
し
く
は
整
備
の
工
事
等
を
追
加
す
る
こ
と
。

（
第
六
条
、
第
八
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
及
び
附
則
第
二
項
関
係
）

第
二

地
方
公
共
団
体
の
管
理
す
る
空
港
に
お
け
る
照
明
施
設
等
の
工
事
の
特
例

地
方
公
共
団
体
は
、
当
分
の
間
、
そ
の
管
理
す
る
第
二
種
空
港
又
は
そ
の
設
置
し
、
若
し
く
は
管
理
す
る
第
三
種
空
港
に

お
い
て
、
予
定
さ
れ
た
航
空
機
の
運
航
の
確
実
性
を
高
度
に
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
一
定
の
照
明
施
設
に
改
良
す
る
工
事

及
び
こ
れ
と
併
せ
て
施
行
さ
れ
る
べ
き
一
定
の
空
港
用
地
の
造
成
又
は
整
備
の
工
事
を
施
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す

る
こ
と
。

（
附
則
第
五
項
関
係
）

第
三

そ
の
他

一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

（
改
正
法
附
則
第
一
項
関
係
）

二

所
要
の
経
過
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

（
改
正
法
附
則
第
二
項
関
係
）


